
借金、離婚、相続、遺言、交通事故、刑事･･･など、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

受付時間：平日９時～１７時１５分（予約制）ＴＥＬ：０９６７－２２－５２２３

・一般 相談料  ３０分１１００円
・『多重債務』の相談 は 無料 阿蘇地域に根ざした法律事務所です。

阿蘇ひまわり基金法律事務所

熊本県弁護士会所属　弁護士　森　あい（もり　あい）

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2005-8-203（阿蘇市商工会一の宮支所となり）

＊まずはお気軽にお電話下さい

CITY� INFORMATION 市役所からのお知らせ

　
成
28
年
度
に
、
阿
蘇
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
等
業
務
、
物
品
の
製
造
・
修
理
・
購
入
及
び
業
務
委
託
（
建
設
工
事
関
係
を

除
く
）
へ
の
入
札
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
と
お
り
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
」
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
期
限
内
に
必
ず
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

平

●
財
政
課�

管
財
契
約
係　
☎
２
２
‐
３
２
０
４

受付期間や提出書類など

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
追
加
受
付
を
実
施
し
ま
す

●受付期間　2月 1日㊊～ 29日㊊　
　　　　　　※午前 9時～正午／午後 1時～午後 5時
　　　　　　※土曜、日曜、祝日は除きます。（閉庁日除く）

●受付場所
　〒 869-2695　熊本県阿蘇市一の宮町宮地 504番地 1
　阿蘇市役所総務部　財政課管財契約係（本庁舎 2階）

●受付業種
　▶建設工事
　▶測量・建設コンサルタント等
　▶物品・業務委託（建設工事関係を除く）

●提出方法
　持参または郵送（平成 28年 2月 29日必着）

●有効期間
　平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

●提出書類
　▶�提出書類の詳細は財政課または阿蘇市ホームページでご確認く
ださい。

　▶�様式は全て阿蘇市指定様式です。他の様式は使用できませんの
でご注意ください。（一部任意様式可）

　▶�書類順にＡ4ファイルに綴じて提出してください。（ホッチキス・
クリップ不可）

　▶�Ａ 4ファイルの表紙及び背表紙に「阿蘇市競争入札参加資格審
査申請書」及び「社名」を明記してください。

●その他
　▶�様式は財政課で配布するほか、阿蘇市ホームページからもダウ
ンロードできます。

　▶�郵送で提出の際は、送付先を記した返信用封筒またはハガキを
同封してください。

　▶�阿蘇市の競争入札参加資格は、阿蘇医療センターでも適用され
ます。

　▶�本申請は追加受付となりますので、平成 27年度に申請し、希望
業種に変更のない方は、申請の必要はありません。

広
告

申
請
を

お
忘
れ
な
く
！
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地域密着の工務店

TEL 0967-34-0257
www.t-watanabekensetsu.jp

新年のお慶びを
申し上げます。

2016 年正月

本年もどうぞよろしく
お願いいたします。広

告

　
替
移
転
を
目
的
と
し
た
池
尻
団
地
で
す
が
、
１
号
棟
及
び
２
号
棟
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

に
そ
れ
ぞ
れ
１
部
屋
ず
つ
空
き
が
生
じ
ま
し
た
の
で
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
居
資
格
及
び
連
帯
保
証
人
要
件
を
確
認
の
う
え
、
１
月
20
日

水
ま
で
に
入
居
申
込
み
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
身
で
の
入
居
は
で
き
ま
せ
ん
。

阿
蘇
市
営
住
宅
池
尻
団
地
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
一
般
入
居
募
集
（
申
し
込
み
は
１
月
20
日
ま
で
）

●
申
込
先
：
住
環
境
課�

住
宅
係　
☎
２
２
‐
３
１
６
９

建家賃・ 入居資格などについて

●家賃
　�入居者の所得に応じ、月額 24,800 円から 48,800 円の
間で設定されます。（毎年度見直しを行います。）
※家賃とは別に、共益費・駐車場代などが必要となります。

●その他
　�入居申込みをされた方には、抽選会の案内を通知いたし
ます。入居者の選考については公開抽選となります。

●入居資格
【池尻団地３ＬＤＫ入居資格】
　次の条件を全て満たしている人
　①親族と同居する人（単身不可）
　②市税などに滞納がない人
　③政令で定められた所得以下の人
　④入居可能な持ち家がない人
　⑤暴力団員でない人

【連帯保証人要件】
　�入居の際には、①～⑤の条件を全て満たし、かつそれぞ
れの生計が別である２名の連帯保証人が必要です。
　①�阿蘇市在住の人。（ただし、１名については４親等以
内の親族であれば阿蘇市外の方も可）

　②入居者と同等の所得以上の人
　③現在市営住宅に入居していない人
　④市税などに滞納がない人
　⑤�資格を証明する書類（所得証明書・納税証明書）を
提出できる人

その他の市営住宅の抽選会も
同時に行う予定です

▲池尻団地３ＬＤＫイメージ図
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申告方法や提出期限など

広
告

CITY� INFORMATION 市役所からのお知らせ

　
定
資
産
税（
土
地･

家
屋・償
却
資
産
）

は
、平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
に
所
有

者
と
し
て
登
記（
登
録
）さ
れ
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、家
屋
の
滅
失（
取
り

壊
し
）や
未
登
記
家
屋
の
所
有
権
移
転
な
ど

の
情
報
は
、把
握
が
困
難
な
た
め
、課
税
誤
り

や
課
税
漏
れ
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
27
年
中
に
次
に
該
当
す
る
事
例
が
あ

り
ま
し
た
ら
、お
手
数
で
す
が
税
務
課
資
産

税
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
家
屋
の
新
築
、増
築
、取
り
壊
し

●�

未
登
記
家
屋
の
売
買
、贈
与
な
ど
に
よ
る

所
有
権
移
転

●�

家
屋
の
用
途
変
更（
住
宅
か
ら
店
舗
へ
の

変
更
な
ど
）

●�

土
地
の
利
用
状
況
の
変
更（
地
目
の
変
更

な
ど
）

※�

税
務
課
ま
た
は
各
支
所
で
発
行
す
る『
名

寄
帳
証
明
書
』や
毎
年
５
月
に
送
付
し
て

い
る『
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
の
課
税

明
細
書
』を
ご
覧
い
た
だ
き
、ご
自
身
が
所

有
す
る
固
定
資
産
の
ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

ご
自
身
の
固
定
資
産
、

把
握
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

固 ●
税
務
課�

資
産
税
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

　
定
資
産
税
は
、土
地・
家
屋
の
ほ
か
、事
業
で
使
う
資
産（
償
却
資

産
）に
つ
い
て
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、阿
蘇
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い

る
方
は
、地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、そ
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、期
限
ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

事
業
用
資
産
（
償
却
資
産
）
の

申
告
を
お
願
い
し
ま
す

固
●
税
務
課�

資
産
税
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

●申告方法
　�昨年、12 月下旬に郵送しました「償却資産申告書」に所有する
資産をご記入のうえ、下記期限までに提出してください。前年度
と資産の状態が変わらない場合も申告が必要です。
※�新規に事業を開始された方や、償却資産を所有されていて申告書
が届いていない方は、税務課資産税係までご連絡ください。
●提出期限　２月１日（月）
●提 出 先　税務課資産税係または各支所市民係
●償却資産の種類
▶構造物（看板（広告塔など）舗装路面、門、塀など）　
▶機械及び装置（各種製造・加工機械、農業用機械など）
▶�車両及び運搬具（大型特殊自動車など　自動車税・軽自動車税が
課税されるものは対象外）
▶工具器具及び備品（商品陳列棚、パソコン、レジスターなど）
●課税標準額の軽減措置特例
　�償却資産には、資産の用途や取得時期に応じて課税標準額が軽減
される各種特例があります。
●過年度更正と遡及（さかのぼり）課税
　�申告・調査などにより更正が必要になった場合、資産の取得時期
に応じて最高 5 年度分をさかのぼって税額の再計算を行います。
（過年度更正）
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塗装・防水工事・メンテナンス

株式会社

〒869-2302

熊本県阿蘇市三久保448番地22

web    http;//www.aso-inoue.com/

E-mail info@aso-inoue.com

塗装内容

（屋根・壁・破風板・軒天・デッキ・塀・他）

防水内容

（雨漏れ調査・屋上・ベランダ・コーキング・他）

　
蘇
市
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
阿
蘇
市
に
お
住
ま
い
の
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど

も
（
義
務
教
育
課
程
若
し
く
は
18
歳
以
下
の
子
）
に
対
し
て
、
次
の
と
お
り
学
習
援
助
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
利
用
を
ご
希
望
の
方
は
、
阿
蘇
市
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
に
詳
細
を
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

阿

●
阿
蘇
市
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー　
☎
２
２
‐
３
３
６
４

学習援助事業の概要

子
ど
も
の
学
習
援
助
事
業
（
小
学
１
年
～
18
歳
以
下
対
象
）

●実施主体
　�阿蘇市生活相談センター（ただし、事業の実施は社会福
祉法人菊愛会）

●事業内容
❶�高校受験のための進学支援や、学校の勉強の復習、予習、
学び直しなどの学習援助を行います。
❷�日常生活習慣の形成、社会性の育成、子どもが安心して
通える場所の提供を行います。
❸�個別の進路相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の
情報提供、その他子どもの健全育成支援に関することを
行います。

●学習支援員
　大学で福祉や教育を学ぶ学生などが学習援助を行います。

●場所と時間
❶�場所：阿蘇保健福祉センター
❷�時間：毎週土曜　午前 10時～正午

●留意事項
❶�本事業の実施は、対象者を所管する阿蘇市生活相談セン
ターが指導監督します。
❷�本事業の実施にあたっては、自立相談支援機関、学校、
社会福祉法人などと十分な連携を図ります。
❸�本事業に携わる職員などは対象者のプライバシーの保護
に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密は洩らし
ません。また関係機関と個人情報を共有する場合には本
人などから同意を得ておくなど、取り扱いについて適切
に手続きします。

●利用料　無料

広
告
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